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山門一体型建物の下にある参道空間の非課税境内地該当性

事実の概要

　宗教法人である被上告人Ｘ（原告・控訴人）は、
令和2年1月1日時点において、大阪市内に67番、
同 68 番 1、同 68 番 2、同 68 番 3、同 68 番 5 の
各土地（以下、地番に応じて「本件 67 番土地」など
という。なお、本件 68 番 5 土地は、平成 28 年 9 月
28 日に錯誤を原因として本件 68 番 1 土地から分筆
登記されたものである。）を所有していた。
　本件 67 番土地及び本件 68 番 1 土地の上には、
Ｘの本堂、鐘楼堂等が存在する。本件 68 番 5 土
地の東側は、大阪市の都心部をおおむね南北方向
に縦断する街路（御堂筋）に面している。そして、
本件 68 番 5土地の上には建物（以下、「本件建物」
という。）が存在する。
　本件建物は、本件 68 番 5土地上に建設された、
地下 1階、地上 17 階建ての建物である。その一
部については、4階ないし 17 階部分のみが存在
し、1階ないし 3階に相当する高さの部分に建物
が存在せず空洞となっている。そのため、地表面
を東西方向に通り抜けることができる（以下、本
件68番5土地のうち、御堂筋から本件建物の下を通っ
て本件 68 番 1土地へ向かって上記の通抜けができる
部分を、「本件対象地」という。）。
　Ｘは、平成 28 年 7 月 4 日、訴外Ａ株式会社と
の間で、本件 68 番 5 土地に関し、本件事業者が
本件建物を建設して所有することなどを目的とす
る定期借地契約を締結した。
　大阪市長は、Ｘの所有する本件各土地に係る令
和 2年度の固定資産税及び都市計画税（以下、「固

定資産税等」という。）の賦課決定（以下、「本件賦
課決定」という。）を行った。それに対してＸは、
68 番 5 土地の一部は本堂に至る参道として用い
られており、地方税法 348 条 2 項 3 号の「宗教
法人が専らその本来の用に供する宗教法人法第 3
条に規定する…境内地」に該当するから、上記固
定資産税等は当該部分につき非課税とされるべき
であるなどと主張して、本件賦課決定の一部の取
消しを求めた。

判決の要旨

　破棄自判。
　「……事実関係等によれば、68 番 5土地は、本
件賦課期日当時、訴外会社に賃貸されてその全体
が本件建物の敷地となっていたものである。68
番 5土地のうち被上告人の本堂への参道として用
いられていた部分についてみても、同部分は、宗
教法人法 3条 3 号に掲げる土地として、同条に
規定する境内地に該当するものといえるが、その
上に賃貸用商業施設である本件建物の 4階から
17 階までの一部が存在していたものである。そ
うすると、上記部分は、参道の用に供されていた
だけでなく、それ以外の用にも供されていたとい
うべきである。
　したがって、68 番 5土地は、上記部分を含め、
地方税法 348 条 2 項 3 号の『宗教法人が専らそ
の本来の用に供する宗教法人法第 3条に規定す
る…境内地』に該当するものということはできな
い。」
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判例の解説

　一　問題の所在
　本件 68 番 5 土地には、借地権が設定されてお
り、Ｘはそれにより賃料を得ている。他方で、本
件対象地は、御堂筋から本堂（南御堂）までの参
道として用いられている。そのため、地方税法
348 条 2項 3号における「宗教法人が専らその本
来の用に供する…境内地」に該当するかが問題に
なっている。
　このような問題が生じている要因として、本件
が、参道の上に立体的な構造で商業施設が存在す
ることが挙げられる。つまり、建造物の立体化と
いう土地利用の高度化に対して、固定資産税の非
課税規定が対応できていないために本件のような
問題が生じているといえる１）。

　二　下級審の判断２）

　第一審である大阪地判令 4・11・17３）は、「あ
る土地が宗教法人法 3条に規定する『境内地』に
当たるか否かについては、その名目ではなく、当
該土地が上記のような境内地としての実質を有す
るか否かという観点から、社会通念に照らして客
観的に判断すべきであり、地方税法 348 条 2 項
3 号の『宗教法人法第 3条に規定する…境内地』
についても、上記と同様に解するのが相当である」
と示している。
　そして、地方税法 348 条 2項 3号における「宗
教法人が専らその本来の用に供する」については、
「当該宗教法人の主観的な意図等ではなく、賦課
期日時点の当該境内地等の実際の使用状況等の客
観的な事実関係に基づき、社会通念に照らして客
観的に判断すべきであり、上記判断の基礎となる
客観的な事実関係には、外形的な使用状況だけで
はなく、法的な意味での使用状況、すなわち土地
や建物の使用権に係る契約の有無及び内容等も含
まれるというべきである」と述べている。
　その上で、「本件対象地の構造や外観、本堂と
の位置関係、宗教的行為との関連性等に照らせば、
本件対象地は、客観的にみて、社寺に参詣（参拝）
するための道、すなわち、宗教法人法 3条 3 号
の『参道として用いられる土地』の実質を有する
というべきであって、宗教法人である原告が、宗
教の教義をひろめ、儀式行事を行い、信者を教化
育成するという主たる目的のために必要な、原告

に固有の土地（宗教法人である原告が本来的に有
する性質に伴い、当然に必要とされる土地）であ
るというべきである」と判断している。
　しかし、本件対象地については、「宗教団体と
しての主たる目的を実現するための境内地（参道）
として使用されていた（本来の用に供していた）
だけでなく、原告の収益事業である不動産賃貸業
のためにも使用されていた（不動産賃貸業の用に
供していた）と認められ、この収益事業のための
使用は、一時的・単発的なものではなく恒常的な
ものであって、例外的な使用の程度を超えるとい
うべきである。また、不動産賃貸業は一般的に宗
教的な意味合いの乏しい事業であるといえるし、
本件建物はカフェやホテル等として使用されてい
る商業施設であって、宗教法人としての主たる目
的と事業の内容との間に特段の関連性や同質性は
ないといえる。したがって、本件対象地は、『宗
教法人が専らその本来の用に供する』ものには当
たらないというべきである」と示し、Ｘの訴えを
退けている。
　これに対して、控訴審である大阪高判令 5・6・
29４）では、「土地について地方税法 348 条 2 項
の適用の可否を検討するには土地の用途が何であ
るかを認定する必要がある」と述べた上で、「土
地の所有権は地盤と地上空間を支配する権能で
あって、土地の用途は、その地上空間（又は地下
地盤）がどのような用途に供されているかによっ
て決まることになる」と示している。
　そして、「68 番 5土地の場合、土地所有権が及
ぶ地上空間に、本件建物が存在する空間と存在し
ない空間があり、前者は課税用途（商業施設）に
供され、後者は非課税用途（宗教施設）に供され
ているといえるから、68 番 5 土地は、複数の用
途に供されている土地ということができる」と認
定している。その上で、「課税用途に供されてい
る空間（本件建物が存在する空間）と非課税用途
に供されている空間（宗教施設として使用されて
いる本件参道空間）が混在して」いることから、
後者の部分については非課税となると判断し、面
積按分によりその部分の固定資産税賦課決定処分
を一部取り消すかたちで原判決を変更している。

　三　本判決と意見
　このように下級審で判断が分かれている中、最
高裁は 68 番 5 土地が参道として用いられていた
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ことを認めつつ、その上にある本件建物の 4階
から 17 階には商業施設が存在していることを認
定している。つまり、参道の用に供されていただ
けでなく、それ以外の用にも供されていたと認定
しているのである。その上で、68 番 5土地は「宗
教法人が専らその本来の用に供する宗教法人法第
3条に規定する…境内地」に該当するものという
ことはできないと判断している。
　また、「土地の所有権は、その土地の上下に及
び（民法 207 条）、空間のみを所有権の目的とす
ることはできないから、法令に特別の定めがない
以上、空間ごとに地方税法 348 条 2 項 3 号を適
用することはできないというべきである」と述べ
て、原判決が空間ごとに土地所有権をとらえてい
たことを否定している。
　これに対して、1つの補足意見と、1つの反対
意見が付されている。
　このうち、補足意見では、「宗教法人法 3条 3
号は、建物や工作物の敷地としての用途ではなく、
当該土地自体の用途に着目して、『参道として用
いられる土地』が、宗教法人の宗教目的のために
必要な当該宗教法人に固有のものとして、これを
境内地と定めるものと解され、68 番 5 土地のう
ち本堂に続く参道として用いられている部分は、
同号の境内地に当たる。
　そして、境内地は、宗教法人が専らその本来の
用に供する境内地に当たる場合に固定資産税等を
課されないものであり、境内地の上空に高層の商
業施設が存在しているときは、『専らその本来の
用に供する』に当たらないことは明らかである」
と述べられている。
　それに対して、反対意見は、「本件対象地は、
参道として使用されていた部分は本件規定により
非課税としつつ、本件建物部分の敷地となってい
た部分は課税扱いとするのが合理的であると考え
る」と示している。そして、「具体的には、本件
対象地のうち、参道として境内地の用途（以下「非
課税用途」という。）に供されていた土地部分と
賃貸用商業建物の敷地としてそれ以外の用途（以
下「課税用途」という。）に供されていた土地部
分の割合を計算し、課税用途に供されていた土地
部分の割合に応じて固定資産税等を課税すれば足
りると解する」と述べている。

　四　非課税要件としての「専ら」

　本件で問題となっている固定資産税の非課税に
ついては、「専らその本来の用に供する…境内地」
に該当するか、が検討されなければならない。
　この点、第一審は、本件対象地が境内地に該当
することを認めつつ、「境内地（参道）として使
用されていた（本来の用に供していた）だけでな
く、原告の収益事業である不動産賃貸業のために
も使用されていた（不動産賃貸業の用に供してい
た）と認められ」るが、「『宗教法人が専らその本
来の用に供する』ものには当たらないというべき
である」と判断している。それに対して、控訴審
では、土地の用途を、「その地上空間（又は地下
地盤）がどのような用途に供されているかによっ
て決まることになる」と示し、複数用途に供され
ていることを認定し、「専らその本来の用に供す
る…境内地」に該当する部分があることを認めて
いる。本判決の反対意見も同様のものと考えられ
る。
　それに対して、本判決は、同様に複数用途に供
されていることを認め、そのために「専ら」本来
の用に供されていたとはいえないと判断してい
る。
　このように、本件対象地について、土地が複数
の用途に供されていることから、「専ら」に該当
しないと判断し、全体又はその一部の非課税要件
該当性を否定していると考えられる。
　この「専ら」の解釈については、「専ら」とい
う文言を重視し、対象を限定するという考え方が
ある。また、「専ら」という文言によって限定す
る必要はないとの考え方もあり得る５）。そして、
この点について裁判例では、例えば東京地判令 3・
9・21６）において、「地方税法 348 条 2項 3号が『宗
教法人が専らその本来の用に供する宗教法人法 3
条に規定する境内建物』について固定資産税を課
することができないものとしているのは、同条の
境内建物に該当する建物が専らその本来の用に供
されている限りは、宗教の教義を広め、儀式行事
を行い、信者を教化育成するという宗教法人の目
的のために供されるものとして、その性質上、こ
れが経済的活動の基礎となって収益が生じること
を通常期待できないため、これを課税の対象から
除外したものと解される」と固定資産税非課税の
趣旨を示した上で、「宗教法人が所有する建物が
地方税法 348 条 2 項 3 号の適用対象たる境内建
物に該当するか否かを判断するに当たっては、①
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まず、宗教法人法 3条に規定する境内建物に該当
するかにつき、同条 1号に例示的に列挙された建
物（本堂等）に当たるか否かのほか、当該宗教法
人の教義・信条や宗風・伝統等に照らし、当該宗
教法人にとって、当該建物を用いることが、宗教
の教義を広め、儀式行事を行い、信者を教化育成
するという宗教法人の目的を達成するために必要
なもので、当該建物につき宗教法人法に定める規
律にかからせることが適当なものといえるか否か
という観点から検討した上、②当該建物が宗教法
人法 3条の境内建物に該当するとした場合には、
これが専らその本来の用に供されているか否かを
検討すべきである」と述べている。そして、その「検
討に当たっては、信教の自由の保障及び国家の宗
教的中立性の確保等の観点に照らし、外形的事実
からはうかがい知ることのできない宗教法人内部
の主観的な意図にまで立ち入るのではなく、一般
の社会通念に基づいて外形的、客観的にこれを行
うべきである」と示している７）。つまり、収益目
的に利用されず、当該宗教法人の目的達成のため
に使用されているかを客観的に判断するという基
準が示されている８）。このような基準は他の裁判
例でも採用されている９）。
　そして本判決も、この基準に従い、客観的に使
用されている状況に基づいて判断しているといえ
る。この点は第一審判決とも共通していると考え
られる。しかし、第一審が、収益事業のための使
用が一時的・単発的なものではなく恒常的なもの
であることを根拠としているのに対して、本判決
は、土地の所有権がその土地の上下に及ぶことを
前提として、その用途に基づいて一体的に判断し
ている。また、控訴審でも、土地の用途を、その
地上空間（又は地下地盤）の利用状況をもとに判
断している 10）。ただし、収益を考慮要素として
非課税要件該当性を一部認めるにとどまっている
といえる。

　五　非課税要件該当性の面積按分
　このように、本判決では客観的な使用状況に基
づいて本件対象地全体が非課税要件に該当しない
と判断している。それに対して、控訴審では、本
件土地が複数の用途に供されていることから、面
積按分によって、非課税要件該当性を判断してい
る。このような面積按分については、本判決の反
対意見でも示されている。土地の客観的な利用状

況によるのであれば、このような考え方には合理
性があるとも考えられる 11）。それに対して、空
間としてとらえるのであれば、体積など他の方法
も考え得るとの指摘もある 12）。
　しかし、このような按分計算によって一部のみ
非課税として認めることについては、その根拠規
定がない 13）。他方で、客観的な利用実態に即し
て判断するのであれば、控訴審や反対意見が示す
ような面積按分のような考え方に合理性があると
いえる。そうすると、本件のような場合に、非課
税要件該当性を判断するには厳格な文理解釈を行
うのか、実態に即した判断を行うのか、が重要に
なると考えられる。
　なお、立法論的には、建造物の立体化という土
地利用の高度化に対して、固定資産税の非課税規
定の対応が求められているとも思われる。
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